
2026 年度大学院入学者選抜（第Ⅱ期募集）博士後期課程の出願資格審査について 

 

１ 出願資格 

① 修士の学位を有する者又は 2026 年 3 月までに修士の学位を取得する見込みの者 

② 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者又は 2026 年 3 月までに

修士の学位に相当する学位を取得する見込みの者 

③ 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示 118 号） 

※大学を卒業し、大学・研究所等において、2 年以上研究に従事した者で、本学に

おいて、当該研究の成果により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると

認めたもの等 

④ その他本学において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

 

２ 出願資格審査 

 (1)申請者の取得学位 

   経営管理修士（専門職） 

  ※専門職大学院については、2頁「専門職大学院の概要（文部科学省ホームページ 

より）」のとおり 

 

 (2)出願資格審査関係規定 

   8 頁「出願資格審査関係規定」のとおり 

 

 (3)申請書類 

   別添「要回収」資料のとおり 
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NGO

H27 H28 H29 H30 R R R3 R4 R R6 R7

114 117 122 119 118 118 117 118 119 120 121

60 87 8 10 50 73 3 3 121 172

MOT 11 11 4 4 16 16 1 1 32 32
2 2 1 1 8 8 1 1 12 12
5 5 0 0 1 1 0 0 6 6

0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
15 15 2 2 17 17 0 0 34 34
47 47 0 0 7 7 0 0 54 54

3 3 15 18 1 1 21 24

4



H27 H28 H29 H30 R1 R R3 R4 R5 R6 R7

6,8836,9997,0337,1587,7978,0228,3699,2119,0779,4619,433

MOT
2,274 2,397 2,300 2,532 2,464 2,662 2,749 2,888 2,786 2,683 2,653

465 485 485 521 554 580 590 678 673 732 735

300 263 276 234 264 258 240 239 246 257 244

96 101 149 131 150 143 153 145 158 142 157

82 63 39 31 31 35 36 42 45 36 31

106 123 115 111 123 90 90 102 99 82 79

2,201 1,857 1,704 1,621 1,862 1,711 1,724 1,968 1,971 2,076 2,058

874 1,217 1,3431,370 1,649 1,823 1,927 2,148 2,161 2,178 2,169

485 493 622 607 712 720 860 1,001 938 1,275 1,307

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

16,623 16,623 16,596 16,547 17,649 18,887 19,375 20,378 21,430 22,253 22,611

7,831 8,307 8,418 8,637 9,226 9,904 10,010 10,170 10,900 11,484 11,405
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[32]
32 28 24 8 21

[12] 8 8

[6] 6 1 1 2

[34] 31 28 23 10 23

[84] 78 65 52 26 54

( )

27 28 29 30 2 3 4 5 6 7

M O T 88.4% 89.7% 89.2% 91.0% 88.5% 88.8% 85.3% 89.6% 90.1% 91.0% 91.5%

43.6% 42.2% 40.3% 39.6% 42.4% 41.8% 39.2% 36.3% 36.3% 36.7% 38.4%

37.5% 35.8% 38.1% 34.0% 39.7% 41.3% 35.8% 40.9% 36.8% 40.1% 39.8%

74.7% 84.5% 77.6% 64.7% 78.1% 77.6% 78.4% 76.1% 71.6% 73.8% 85.8%

43.1% 39.2% 28.1% 28.2% 30.0% 27.8% 21.5% 13.8% 16.3% 19.1% 16.9%

18.2% 18.6% 16.6% 14.5% 14.7% 17.4% 20.9% 26.2% 29.3% 29.7% 28.0%

22.1% 21.8% 22.0% 21.6% 23.8% 23.1% 23.0% 20.7% 19.7% 20.4% 19.2%

45.4% 47.1% 47.5% 47.9% 46.9% 43.7% 41.9% 40.0% 40.1% 40.4% 40.3%

37.4% 43.3% 44.7% 43.2% 38.9% 28.1% 39.1% 36.4% 42.5% 50.1% 43.0%

49.0% 51.9% 53.0% 54.0% 53.8% 52.9% 52.2% 52.1% 52.1% 53.2% 51.6%

( )
12.2% 12.3% 12.3% 12.1% 11.9% 11.8% 11.3% 10.8% 10.7% 10.3% 10.3%
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出願資格審査関係規定 

 

青森公立大学大学院学則（抜粋） 

 （入学資格） 

第２６条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

 (1)～(6) 略 

２ 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。 

 (1) 修士の学位を有する者 

 (2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 

 (3) 文部科学大臣の指定した者 

 (4) その他研究科教授会の意見を徴した上で、修士の学位を有する者と同等以上

の学力があると学長が認めた者 

 

 

青森公立大学大学院の出願資格等に係る個別資格審査要綱（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、青森公立大学大学院履修規程（平成２１年規程第１０１号）

第１条に規定する本学大学院の目的に沿って、青森公立大学大学院の学生、科目

等履修生及び聴講生の出願資格の審査について、別に定めるもののほか必要な事

項を定めるものとする。 

第２条～第７条 略 

（博士後期課程における対象者） 

第８条 大学院学則第２６条第２項第４号の規定に基づき博士後期課程への出願資

格を判定する場合の個別資格審査認定対象者は、大学、短期大学、高等専門学校、

専修学校若しくは各種学校の卒業者又は大学院博士前期課程中退者その他これら

の者に類する修士の学位を有していない者で、満２４歳に達しているものとする。 

（出願資格申請書） 

第９条 前条の資格審査を受けようとする者（以下「後期課程志願者」という。）は、

次に掲げる書類を提出しなければならない。 

(1) 認定申請理由書 学歴、職歴、実務経験、資格、これまでの学習内容等を記

載し、修士課程修了と同等以上の学力があると判断する理由が説明されている

もの 

(2) 卒業証明書又は修了証明書 

(3) 教育機関の成績証明書、研究機関の在職証明書その他これらに相当する学習

歴又は実務経験を証明できる書類 

(4) 志望書 博士後期課程を志望する動機を記載したもの 

(5) 研究計画書 

２ 前項第５号の書類は、2,000 字以内で記載するものとする。 

8



 

（添付書類） 

第１０条 後期課程志願者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に

定める書類を前条第１項各号に掲げる書類に添付しなければならない。 

(1) 研究機関において研究に従事した経歴を有している場合 当該研究に従事

した機関が発行した研究歴証明書 

(2) 自己の著書、論文若しくは報告書又は国家資格若しくは語学力等について自

己の能力を証するものがある場合 当該著書、論文若しくは報告書又は当該自

己の能力を証する書類 

（審査方法） 

第１１条 前２条の規定により提出された書類の審査は、後期課程志願者の学習履

歴及びその後の経歴が本学大学院の教育研究と整合性があるかとの観点から、学

歴、経歴、免許、資格、業績及び賞等について行うものとする。 

２ 前項の審査において必要がある場合は、後期課程志願者に対し、書類の追加提

出を求め、又は面接を行うことがある。 

（審査基準） 

第１２条 前条の審査は、後期課程志願者の学習履歴並びにその後の経歴及び業績

等を本学大学院の目的とする教育研究の専攻分野に照らして、当該後期課程志願

者の能力が大学院後期課程で更に専門性の深化を目指すに当たり適切な水準に達

しているかとの観点により審査する。 

（出願資格認定の手続） 

第１３条 後期課程志願者の出願資格の認定に当たっては、前２条に規定する事項

について、研究科入試委員会の審議を経て、研究科教授会で審査を行うものとす

る。 

２ 研究科長は、前項の審査の結果を学長に報告するものとする。 

第１４条～第２４条 略 

 

   附 則 

 （実施期日） 

 この要綱は、平成２１年８月１０日から実施する。 
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